
雫
安
朝
時
代
に
於
け
・
る
荘
園
の
組
織

（
下
）

．
文
學
士
　
川
　
上

多
　
助
　
・

　
　
　
　
三
、
本
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
が
廣
く
行
は
れ
た
結
果
で
あ
る
Q
三
っ
て
多
く
の
荘
園

　
本
所
、
本
家
と
繕
す
る
櫻
門
勢
家
乃
至
有
力
な
る
魁
寺
　
　
に
於
け
る
本
所
の
地
位
は
、
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
制
限
せ

の
領
す
る
荘
園
に
は
、
朝
廷
よ
り
林
野
荒
蕪
の
地
を
賜
は
　
　
ら
れ
て
る
る
の
で
、
相
績
、
譲
與
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ

つ
て
開
墾
し
、
或
は
こ
れ
を
他
の
入
よ
b
買
入
れ
、
或
は
　
　
て
新
に
荘
園
を
領
す
る
や
う
に
な
っ
て
も
、
も
こ
よ
り
本

相
績
護
與
に
よ
っ
て
得
る
こ
ご
も
あ
る
諜
で
は
あ
る
が
、
　
　
所
ビ
し
て
の
灌
利
を
相
惜
し
、
譲
與
を
難
く
る
の
で
あ
る

か
く
の
如
き
方
法
に
よ
っ
て
得
る
土
地
に
は
膚
ら
制
限
が
　
　
か
ら
、
そ
の
本
所
樺
が
寄
進
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、

あ
っ
て
、
主
な
く
そ
の
範
園
を
獲
劃
し
て
行
く
こ
ご
は
出
　
　
や
は
り
當
初
の
寄
逡
契
約
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
ね
ば
な

來
な
い
Q
こ
れ
に
反
し
て
、
當
時
行
は
れ
た
一
種
の
寄
進
　
　
ら
ぬ
。

契
約
に
よ
っ
て
嫁
く
る
本
所
、
本
家
の
領
地
は
、
中
央
地
　
　
　
貴
族
が
領
主
た
る
ご
き
に
は
領
家
ご
い
ふ
こ
ご
は
前
節

方
の
政
治
が
完
全
に
行
は
れ
な
い
で
あ
る
限
り
、
如
何
程
　
　
に
述
ぶ
る
如
く
で
あ
る
が
、
以
下
混
同
を
避
く
る
た
め
に

ま
で
も
嬢
ま
っ
て
行
く
こ
ご
の
出
來
る
性
質
の
も
の
で
あ
　
　
画
家
は
寄
進
を
受
け
て
名
義
上
の
所
有
者
ご
な
っ
て
み
る

る
。
藤
原
時
代
か
ら
院
政
時
代
に
か
け
て
、
諸
國
共
に
荘
　
　
ご
き
に
の
み
用
ゐ
、
貴
族
と
貴
族
な
ら
ざ
る
ε
を
問
は
す

園
の
多
き
に
苦
し
む
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
か
の
寄
進
契
　
　
本
來
の
土
地
の
所
有
者
を
領
主
ε
質
す
る
こ
ε
に
し
ょ
う

　
　
　
角
第
十
一
谷
　
　
研
　
究
　
　
亭
愛
朝
時
代
に
於
け
ろ
荘
圃
の
紐
織
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
一
　
（
五
三
五
）



　
　
　
第
十
｝
巻
　
　
研
　
究
　
　
亭
愛
遡
曄
代
に
於
け
ろ
全
巻
の
紐
織
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

闇
主
が
そ
の
土
地
を
灌
門
勢
家
に
寄
…
進
ず
る
の
は
、
外
部

の
座
迫
に
毒
す
る
保
護
を
求
む
る
の
が
唯
一
の
鳳
的
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
却
て
本
所
か
ら
多
く
の
干
渉
を
受

け
、
負
澹
を
蒙
る
や
う
に
な
る
こ
と
は
、
領
野
の
本
憲
で

な
い
こ
ご
は
勿
論
で
あ
る
。
長
秋
記
の
著
老
源
師
時
の
庶

子
師
任
が
大
和
國
宇
智
郡
の
田
畠
を
傳
領
し
、
初
め
こ
れ

を
興
宝
寺
に
寄
進
し
た
が
、
本
課
役
の
繁
多
な
る
た
め
、

後
改
め
て
金
峰
山
に
寄
進
し
た
の
が
原
因
で
、
久
安
元
年

か
ら
二
年
に
か
け
て
、
重
訂
寺
ご
金
峰
山
ε
の
問
に
戦
孚

の
起
つ
た
こ
ご
は
、
本
朝
琶
紀
に
見
ゆ
る
ε
こ
ろ
で
あ
る

さ
れ
ば
領
主
が
そ
の
土
地
を
寄
進
す
る
に
嘗
り
、
病
め
こ

の
黙
を
明
ら
か
に
し
て
寄
進
妖
に
書
き
載
せ
て
み
る
も
の

が
あ
る
。
大
武
藤
原
落
字
が
慮
徳
三
年
領
主
高
方
の
寄
進

を
受
け
て
肥
後
鷺
山
鹿
卜
の
領
家
ビ
な
っ
た
ご
き
、
謹
文

を
作
っ
て
、
預
所
職
並
に
荘
務
領
掌
に
於
て
は
、
南
方
の

子
孫
の
進
退
す
べ
き
こ
ご
を
認
め
、
「
若
背
此
義
者
、
我
末

流
不
可
爲
籏
家
」
を
誓
約
し
、
丈
治
二
年
女
房
辮
局
が
丹

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
一
こ
ご
　
（
五
一
二
山
ハ
）

後
國
吉
園
荘
を
八
菩
提
に
寄
進
す
る
に
嘗
）
、
入
條
院
騰

は
、
辮
局
の
「
有
限
御
年
貢
備
進
之
外
、
於
預
所
職
者
知

行
領
掌
不
可
相
違
、
欝
有
由
緒
、
被
成
乱
言
者
、
更
非
寄

進
門
限
」
ε
い
ふ
こ
ご
を
承
認
し
て
、
こ
れ
を
下
交
に
載

せ
て
辮
局
に
渡
し
た
こ
ご
は
、
共
に
前
記
史
料
の
示
す
ご

こ
ろ
で
あ
る
Q
師
ち
職
務
領
掌
の
権
は
寄
進
者
た
る
領
主

の
手
に
撰
保
し
、
本
所
領
家
の
侵
入
干
渉
を
許
さ
な
い
や

う
に
し
、
こ
れ
を
侵
入
す
る
や
う
で
あ
れ
ば
、
寄
進
の
契

約
を
取
蒸
す
ε
い
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
山
鹿
荘
に
在
っ

て
は
、
議
政
の
後
願
西
の
微
力
に
し
て
國
衙
の
観
妨
を
防

ぐ
こ
ε
の
出
來
な
い
爲
め
に
、
郎
ち
領
家
に
外
部
の
塵
邉

に
謝
抗
し
て
本
領
圭
を
保
護
す
る
カ
の
な
い
た
め
に
、
本

領
主
は
領
家
得
分
ご
百
石
を
高
望
院
内
親
王
に
寄
進
し
、

内
親
王
を
本
家
こ
し
て
そ
の
保
護
を
受
け
む
ご
し
た
の
で

み
る
が
、
領
家
は
か
の
寄
進
契
約
に
依
り
こ
れ
を
沮
止
す

る
理
爵
の
な
か
っ
た
で
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
、
本
所
領
家
は
寄
進
歌
の
蘭
交
に
糠
つ
て



ま
π
一
定
の
得
分
、
師
ち
山
鹿
荘
に
以
て
は
年
貢
四
百
石

吉
團
荘
に
於
て
は
「
有
限
御
年
貢
」
ご
辮
す
る
も
の
を
寄
進

者
に
要
求
す
る
こ
ご
が
出
來
、
建
久
三
年
の
長
講
堂
麗
交

に
は
、
「
亦
領
家
無
照
臨
、
遁
避
年
貢
．
及
三
箇
年
者
、
差

遣
寺
使
、
可
塑
催
促
、
其
上
猶
致
解
怠
者
、
縦
有
相
傳
由

緒
、
可
止
預
所
職
」
ご
あ
っ
て
、
年
貢
の
怠
納
甚
だ
し
き

に
及
べ
ば
、
寄
進
者
が
寄
進
に
際
し
て
保
留
し
た
ご
こ
ろ

の
灌
利
を
奪
ひ
，
本
所
蔚
ら
そ
の
土
地
を
支
配
す
る
や
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
實
例
も
乏
し
く
な
い
の
で
、
醍

醐
寺
雑
事
記
に
擦
れ
ば
、
近
江
國
柏
原
荘
の
本
領
主
は
山

城
前
司
源
盛
溝
で
、
癒
徳
二
年
盛
清
か
ら
圓
光
院
に
寄
進

し
だ
が
、
そ
の
後
四
十
五
年
の
間
に
三
千
籐
石
の
未
進
を

生
じ
だ
る
た
め
、
天
承
元
年
そ
の
本
田
百
九
町
六
段
十
歩

を
圓
光
院
に
緩
め
て
、
寺
家
爵
ら
こ
れ
を
支
配
す
る
や
う

に
な
っ
た
Q
ま
た
同
じ
く
圓
光
院
亭
号
豫
國
大
島
荘
は
、

も
こ
土
御
門
右
大
臣
師
房
の
家
領
で
、
師
房
の
子
顯
房
が

そ
の
甘
原
の
田
三
十
町
を
圓
光
院
に
寄
進
し
、
そ
の
領
家

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
第
安
朝
時
代
零
於
冒
る
蕪
濁
の
紐
織
（
下
）

職
を
呈
出
の
子
孫
の
淀
め
に
保
留
し
て
置
い
た
も
の
で
あ

る
。
然
る
に
顯
房
五
代
の
資
源
中
霧
粒
資
の
領
家
だ
る
に

當
）
、
寺
用
の
年
貢
未
進
が
互
額
に
達
し
た
こ
い
ふ
理
宙

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
寺
家
t
付
せ
ら
れ
む
こ
ε
を
後
自
河

院
臆
に
訴
へ
出
で
た
。
そ
の
結
果
は
ご
う
で
あ
っ
だ
か
雑

事
記
に
は
見
え
な
い
が
、
柏
原
荘
の
例
に
擦
れ
ば
、
圓
光

院
の
希
望
が
達
せ
ら
れ
て
い
、
讐
で
あ
る
。

　
次
に
寄
…
進
者
の
子
孫
が
断
絶
す
る
ビ
き
に
は
、
そ
の
寄

進
に
際
し
て
保
留
し
た
ご
こ
ろ
の
櫻
利
は
ま
た
本
所
に
館

す
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
保
元
三
年
十
二
月
石
清
水
入
幡
宮

寺
並
に
極
樂
寺
に
下
さ
れ
た
官
宣
旨
は
、
そ
の
荘
園
内
の

領
家
預
所
、
下
司
、
公
文
等
或
は
先
駈
の
戦
状
あ
り
ε
號

し
、
或
は
相
傳
の
文
書
ε
遷
し
、
異
論
を
致
し
掠
領
を
企

つ
る
を
停
止
し
、
粂
ね
て
ま
た
由
緒
あ
っ
て
知
行
す
る
も

の
ご
い
へ
ざ
も
、
子
孫
断
絶
の
屡
々
は
本
所
に
付
く
る
こ

ε
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
（
石
清
水
文
書
）
o
他
に
そ
の
例

を
見
な
い
が
、
規
定
の
性
質
上
、
必
ず
し
も
宮
寺
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
策
四
號
　
　
　
三
三
　
（
五
三
七
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
畢
婆
朝
時
代
に
於
け
る
荘
園
の
組
維
（
下
）

限
る
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
、
他
の
荘
園
に
簸
て
も
行
は

れ
た
こ
ε
で
あ
ら
う
。

　
ま
た
寄
進
者
が
本
所
の
節
度
に
服
せ
す
、
反
抗
の
態
度

を
執
る
に
至
れ
ば
、
本
所
は
そ
の
保
留
す
る
職
権
及
び
銭

入
を
停
止
し
、
更
に
甚
だ
し
き
も
の
は
こ
れ
を
荘
外
に
追

放
す
る
こ
ご
も
毘
來
た
。
蓮
華
王
院
領
但
馬
蔦
温
泉
荘
は

本
領
下
血
季
廣
が
下
司
職
を
保
留
し
て
寄
進
し
、
阿
閣
梨

聖
廟
を
領
家
ビ
し
た
が
、
馬
蹄
は
「
嘉
事
不
雷
、
於
庄
損
害
」

の
事
あ
っ
て
領
家
の
督
責
す
る
こ
こ
ろ
ビ
な
り
、
治
承
四

年
四
月
誓
紙
を
領
家
に
墨
し
て
、
爾
後
領
家
の
命
に
服
す

べ
き
こ
嫁
を
誓
っ
た
。
然
る
に
幾
ば
く
も
な
く
季
贋
は
木

曾
義
仲
に
為
し
、
そ
の
威
を
洩
り
て
恣
に
荘
民
を
追
捕
し

荘
庫
を
開
き
、
年
貢
以
下
資
財
難
物
を
押
領
す
る
に
至
っ

た
の
で
、
元
暦
元
年
四
月
荘
官
等
こ
れ
を
後
自
河
院
磨
に

訴
へ
た
ε
こ
ろ
が
、
院
騰
下
文
は
季
廣
を
し
て
そ
の
損
害

を
辮
償
せ
し
め
、
且
つ
そ
の
下
司
職
を
停
止
し
、
荘
外
に

追
放
せ
し
め
、
な
ほ
濫
行
を
改
め
ざ
れ
ば
季
廣
を
逮
捕
し

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
四
　
（
五
三
八
）

瀞
拠
刑
す
べ
き
こ
ご
を
命
じ
た
（
高
山
寺
文
書
）
Q

　
本
領
ま
の
貴
族
に
調
す
る
寄
…
進
契
約
は
、
當
初
名
義
上

所
有
樫
を
露
岩
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

爾
賢
妻
者
の
地
位
勢
力
の
懸
隔
は
、
を
の
つ
か
ら
貴
族
に

有
利
な
る
條
件
を
導
き
來
り
、
名
義
上
の
測
量
が
事
實
上

の
移
響
ご
化
す
る
場
合
の
多
か
っ
た
こ
ご
が
、
こ
れ
等
の

例
に
よ
っ
て
知
る
こ
ご
が
出
京
る
○
併
し
な
が
ら
、
こ
れ

等
は
皆
寄
進
者
に
撃
て
契
約
の
年
貢
を
怠
納
し
、
或
は
子

孫
の
断
絶
ご
い
ふ
特
別
な
場
合
、
或
は
寄
…
進
者
が
寧
ろ
寄

…
進
の
契
約
を
躁
蹴
ぜ
ん
ご
す
る
意
志
を
持
っ
て
る
る
と
き

に
起
っ
た
事
例
で
あ
る
。
も
し
寄
進
潜
が
誠
意
を
以
て
契

約
を
遵
縛
し
て
居
れ
ば
ざ
う
で
あ
ら
う
。
寄
…
逃
を
受
け
た

貴
族
は
寄
進
者
か
ら
工
む
る
一
定
の
年
貢
の
牧
入
を
受
く

る
に
止
ま
り
、
荘
務
領
掌
の
樺
は
も
ビ
よ
り
寄
進
者
に
在

る
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
荘
民
に
關
係
す
る
こ
ご
の
な
い

や
う
に
思
ふ
説
も
あ
る
。
然
ら
ば
本
所
領
家
が
如
何
に
多

く
の
荘
園
を
持
っ
て
る
よ
う
こ
も
、
そ
の
維
濟
的
の
實
力



’

’

は
徐
程
割
引
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
而
し
て
そ
の
支
配

の
感
力
は
荘
民
に
及
ば
な
い
ご
す
れ
ば
、
肚
會
的
の
勢
力

も
無
い
謬
で
、
本
所
領
家
は
見
か
け
ば
か
り
の
大
地
主
ご

い
ふ
観
が
あ
る
。
果
し
て
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
李
安
貴

族
の
奢
修
の
財
源
を
荘
園
に
為
し
、
そ
の
政
治
的
勢
力
の

基
礎
を
荘
園
に
概
か
む
ご
す
る
通
説
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

殆
ざ
そ
の
根
糠
を
失
ふ
も
の
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「

併
し
な
が
ら
慣
習
の
重
ん
せ
ら
れ
、
墨
守
が
一
種
法
律
の

カ
ε
な
っ
て
入
民
に
臨
ん
だ
、
こ
の
時
代
の
こ
ご
を
、
軍

に
寄
進
状
の
交
面
の
解
鐸
に
よ
っ
て
解
決
し
去
ら
む
ご
す

る
の
は
妥
當
で
な
い
。
寄
…
進
歌
に
よ
っ
て
、
本
所
領
家
の

領
主
よ
り
牧
秘
す
る
年
貢
の
一
定
し
、
こ
れ
を
超
過
す
る

こ
ご
の
幽
摩
な
い
こ
ご
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ま
た

荘
務
領
掌
の
保
留
に
よ
っ
て
、
領
主
が
預
所
或
は
下
司
と

し
て
既
記
を
行
ひ
、
本
所
領
家
が
随
意
に
こ
れ
を
任
免
す

る
こ
ご
の
出
撃
な
い
こ
ご
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

併
し
な
が
ら
、
荘
園
の
慣
例
に
よ
っ
て
、
年
貢
以
外
の
力

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
亭
安
覇
畔
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け
る
荘
圃
の
紐
織
（
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）

役
、
臨
時
の
課
役
等
は
寄
進
地
の
荘
民
に
も
課
せ
ら
れ
、

荘
園
内
の
秩
序
は
、
本
所
領
家
の
責
任
ど
し
て
こ
れ
を
維

持
し
て
居
っ
た
や
う
で
あ
る
。
ま
た
寄
進
状
に
明
文
の
有

無
を
問
は
す
、
そ
の
土
地
及
び
得
分
の
責
買
護
與
相
綾
の

椹
は
寄
進
者
の
側
に
在
り
、
本
所
領
家
は
こ
れ
に
干
渉
し

な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
故
に
、
本
所
領
家
が
寄
進
地
に

よ
っ
て
鋤
く
る
利
食
は
、
そ
の
定
む
る
ご
こ
ろ
の
年
貢
に

止
ま
り
、
そ
の
土
地
人
民
に
思
し
て
は
一
切
支
配
の
樫
が

な
い
や
う
に
解
す
る
の
は
、
正
鵠
を
得
な
い
解
緯
で
あ
る

ε
思
ふ
。
以
下
そ
の
貼
に
つ
い
て
述
べ
る
で
あ
ら
う
。

　
本
所
領
家
が
領
主
の
寄
進
を
受
け
て
そ
の
土
地
を
領
し

て
も
．
不
輸
の
勅
免
を
経
ざ
れ
ば
納
租
の
義
務
が
あ
る
の

で
、
こ
れ
を
耕
作
す
る
荘
民
は
、
領
主
に
加
地
子
（
地
代
）

を
納
め
、
國
衙
に
官
物
（
田
租
）
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
澱

こ
の
場
合
、
本
所
の
定
ま
っ
た
牧
入
は
、
優
様
の
寄
進
契

約
に
よ
っ
て
納
む
る
年
貢
の
あ
る
の
み
で
あ
る
。
併
し
な

が
ら
、
本
所
が
そ
の
土
地
に
謝
し
、
不
輸
の
志
免
を
串
講

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
玉
　
（
五
三
九
）

帥
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荘
潤
の
組
畿
（
下
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し
、
こ
れ
を
許
さ
る
、
こ
ご
、
な
れ
げ
、
租
税
官
物
は
．
納

め
な
い
で
よ
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
荘
民
の
負

業
が
そ
れ
だ
け
減
せ
ら
る
、
も
の
こ
は
思
は
れ
な
い
。
朝

廷
は
櫻
陽
勢
家
或
は
就
寺
の
た
め
に
こ
れ
を
免
除
し
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
盆
は
こ
れ
を
串
敵
し
た
本
所
に
正

せ
ね
ば
な
ら
濾
。
例
へ
ば
、
後
二
河
法
皇
が
備
赫
後
國
太
田

荘
を
不
楡
の
荘
ご
爲
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
地
利
を
以
て
金

剛
峯
寺
大
塔
不
断
爾
界
法
の
用
途
に
充
つ
る
目
的
に
出
つ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
免
租
の
利
盆
が
金
剛
峯
寺
の
牧

入
こ
な
ら
な
け
れ
ば
，
法
皇
の
毒
血
ε
な
さ
れ
た
御
注
意

は
添
文
し
な
い
わ
け
で
あ
る
○
地
位
勢
力
に
於
て
領
圭
を
・

凌
ぐ
本
所
領
家
が
、
當
然
そ
の
利
盆
ご
す
べ
き
官
物
の
牧

入
を
領
主
の
爲
め
に
批
つ
こ
ご
は
、
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る

こ
ご
で
あ
る
。
醍
醐
寺
雑
事
記
は
、
寺
領
加
賀
國
得
藏
荘

に
つ
い
て
、
天
仁
三
年
六
月
の
「
樫
儒
正
御
房
御
下
文
云
、

賢
劇
之
一
門
爲
地
主
執
行
業
務
、
以
段
別
三
斗
未
辮
濟
御

寺
官
物
、
奨
残
爲
私
得
分
」
ご
い
ひ
、
同
伊
豫
國
大
島
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
三
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（
五
四
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に
つ
い
て
、
「
田
所
常
着
物
段
別
五
斗
代
、
此
外
笠
有
二
三

下
本
家
分
也
」
こ
い
ひ
、
同
伊
勢
蘭
島
禰
荘
に
つ
い
て
、

「
所
要
官
物
段
別
三
斗
」
ご
い
ひ
、
同
河
内
國
五
箇
荘
に
つ

い
て
、
「
所
見
官
物
段
別
四
斗
」
ピ
い
ひ
、
置
物
は
常
に
寺

家
の
牧
入
ご
な
っ
て
み
る
。
ま
た
太
田
荘
に
冠
す
る
艘
阿

の
秘
文
に
も
、
年
貢
を
高
野
山
に
納
む
る
五
百
六
十
入
町

の
地
を
官
物
田
ε
適
し
て
み
る
。
帥
ち
不
輪
の
勅
免
に
よ

っ
て
受
く
る
ご
こ
ろ
の
利
盆
は
、
本
所
に
要
し
て
居
っ
た

の
で
あ
る
。
な
ほ
左
記
東
大
寺
政
所
下
文
は
、
簡
輩
な
が

ら
、
國
司
の
免
割
を
受
け
て
不
輸
租
ご
な
っ
て
も
、
領
主

の
七
節
は
撫
地
子
を
出
で
な
か
っ
た
こ
ざ
を
例
示
す
る
に

足
る
ε
思
ふ
。

　
政
所
下
　
黒
田
庄
下
司
源
秀
友
光
並
櫨
入
等

　
　
可
令
早
随
院
藏
人
所
課
辮
描
写
地
子
事

　
右
書
入
所
領
年
來
之
聞
盤
質
下
之
妨
卑
籠
、
而
今
蒙
官
裁
並
國

　
司
連
判
己
了
、
作
人
等
何
致
遁
湛
乎
者
、
球
面
領
主
之
所
堪
、

　
去
年
加
地
子
可
耕
濟
姫
路
附
仰
如
件
、
宜
承
知
、
不
違
夫
、
放



　
下
、

　
　
慮
徳
三
年
三
月
　
臼
　
　
　
　
　
　
（
署
名
略
す
）

　
併
し
な
が
ら
、
領
圭
が
寄
進
の
當
初
、
本
所
の
勢
力
に

よ
っ
て
不
輸
の
勅
免
を
得
る
こ
ご
を
條
件
ご
し
て
、
本
所

・
に
潤
む
べ
き
年
貢
の
高
を
定
め
た
ご
す
れ
ば
、
た
こ
ひ
勅

免
の
本
旨
を
没
却
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
所
の
牧
入

を
増
加
す
る
理
由
は
な
い
、
帥
ち
こ
の
場
合
、
勅
免
に
よ

っ
て
生
す
る
利
猛
は
全
部
領
主
に
為
す
る
で
あ
ら
う
ε
い

ふ
疑
が
あ
る
沿
併
し
な
が
ら
．
寄
進
状
に
か
く
の
如
き
論

意
を
明
示
し
た
も
の
は
な
い
、
「
爲
省
非
溢
之
妨
」
、
「
爲
被

停
止
國
衙
之
非
法
」
、
「
爲
募
落
勢
」
、
「
量
子
椹
威
」
ご
い

ふ
丈
字
を
、
そ
れ
舞
ま
で
に
驚
く
解
鐸
す
る
こ
ご
は
無
理

で
あ
ら
う
。
寄
…
進
者
に
そ
の
意
志
が
あ
れ
ば
、
勅
免
に
な

っ
た
後
に
年
貢
を
定
め
、
或
は
改
定
す
る
の
が
普
通
で
な

か
ら
う
か
。
安
元
元
年
李
政
子
な
る
も
の
が
肥
前
國
松
浦

荘
を
建
春
門
院
（
後
白
河
天
皇
の
皇
后
羅
滋
子
）
に
寄
進
し

て
不
滅
の
荘
ざ
爲
し
、
門
院
崩
御
の
後
、
治
承
二
年
政
子
は

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
亭
愛
覇
畔
代
に
於
け
る
荘
園
の
組
織
（
下
）

そ
の
土
地
を
寅
勝
光
院
領
ご
爲
し
、
建
春
門
院
鷹
下
交
に

よ
っ
て
勅
事
院
事
府
國
役
の
停
止
を
懐
う
た
が
、
そ
の
年

貢
に
つ
い
て
は
、
政
子
の
解
歌
に
、
「
但
於
御
年
貢
式
数
者

立
五
言
上
之
後
高
急
撃
、
是
古
今
之
例
也
」
こ
い
ひ
、
ま
た

こ
れ
を
許
し
た
後
白
河
院
廉
下
丈
に
も
、
「
獲
物
年
貢
員
数

者
、
立
券
言
上
之
後
手
定
下
、
毎
年
無
辮
認
可
蓮
…
進
院
家

畜
歌
所
仰
如
意
」
ご
い
ひ
、
立
券
上
言
の
後
に
年
貢
を
定

む
る
こ
ご
に
し
て
あ
る
（
東
寺
百
合
文
書
勉
）
。
こ
れ
等
の

場
合
．
不
翰
の
勅
意
な
き
荘
園
ご
比
較
し
て
、
年
貢
の
高

に
懸
隔
の
あ
る
べ
き
こ
ビ
は
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
更
に
吾
人
の
注
意
を
惹
く
も
の
は
、
不
輪
の
荘
園
内
に

於
て
、
私
領
ご
構
し
て
本
所
の
支
配
に
從
は
ざ
ら
む
ご
す

る
傾
向
の
あ
っ
た
こ
ご
で
あ
る
。
私
領
こ
い
ふ
の
は
、
開

墾
其
他
の
事
由
に
よ
っ
て
個
入
の
所
有
罐
に
薦
し
、
田
租

の
嚢
務
あ
る
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
土
地
の
所
有
者
は

そ
の
土
地
を
里
門
勢
家
に
名
義
的
寄
進
を
癒
し
、
本
所
を

設
定
し
た
る
後
に
建
て
も
、
不
輸
の
勅
免
を
経
ざ
る
間
は

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
七
　
（
五
四
「
）
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ろ
荘
園
の
組
畿
（
下
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こ
れ
を
私
領
ご
馨
し
、
脅
ら
青
魚
主
こ
い
っ
て
居
っ
た
。

然
る
に
不
輸
の
地
内
に
湿
て
も
．
彼
等
は
私
領
ご
欝
し
て

本
所
の
命
に
背
か
む
ご
し
た
事
例
が
あ
る
の
で
あ
る
、
榮

山
寺
文
書
、
康
和
四
年
正
月
色
感
寺
政
所
下
文
に
、
「
實
経

逝
去
之
後
、
故
頼
俊
朝
臣
女
子
羅
私
領
押
妨
官
物
論
蔵
其

無
謂
」
ご
あ
る
が
、
同
年
二
月
榮
山
寺
諜
歌
は
更
に
委
し

く
こ
れ
を
述
べ
て
み
る
。

　
別
啓
劉
實
経
己
講
申
下
本
寺
御
使
，
任
文
書
三
四
立
雰
、
件
粒
々

　
・
年
來
官
物
微
納
寺
家
、
準
則
爾
任
継
司
宰
藩
基
之
宜
符
、
判
発

　
掛
継
、
而
睦
奥
前
司
頼
俊
朝
凪
娘
號
私
領
致
妨
、
號
交
易
徴
取

　
寺
領
官
物
。

　
而
し
て
大
和
國
司
は
そ
の
外
題
に
於
て
左
の
誰
明
を
輿

・
へ
て
み
る
。

　
件
寺
領
田
、
宮
省
符
並
民
部
省
下
駄
、
代
々
國
判
等
己
以
明
白

　
　
也
、
．
加
之
前
司
輿
判
已
了
、
価
停
止
労
栄
籠
、
任
前
例
所
異
異

　
　
物
臨
時
雑
役
発
除
如
件
。

　
甚
平
の
女
が
私
領
ご
辮
す
る
土
地
が
果
し
て
そ
の
寄
進

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
八
　
（
五
四
二
）

地
で
あ
る
か
ざ
う
か
ご
い
ふ
疑
問
は
姑
く
措
き
、
私
領
ご

齢
し
て
官
物
を
寺
家
に
納
付
す
る
を
拒
ん
だ
こ
ご
は
、
一

面
に
於
て
、
不
輸
地
の
官
物
が
本
所
た
る
榮
山
寺
．
の
牧
入

ご
な
っ
て
み
る
こ
ご
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
國

司
は
そ
の
免
租
地
た
る
謹
鋼
を
輿
へ
て
、
榮
山
寺
の
官
物

を
徴
牧
す
べ
き
こ
ざ
を
許
し
て
み
る
。
前
箇
の
初
め
に
畢

げ
た
大
山
荘
の
例
も
、
そ
の
｝
例
ご
見
る
こ
ご
が
出
來

る
。

東
寺
政
所
下
　
大
山
庄
住
入
等

　
可
令
早
瀬
前
例
以
還
地
子
物
柄
御
三
勤
事

右
件
庄
者
爲
往
古
寺
領
敢
不
交
他
領
、
而
狸
致
國
司
牧
公
之
時

唇
遺
作
庄
内
之
田
鼠
、
偏
窟
私
領
封
搾
所
帯
、
閃
藪
先
年
之
比

於
國
衙
鰯
子
細
之
庭
、
被
停
私
領
了
、
髪
任
本
公
験
並
康
和
四

年
例
、
停
止
國
駅
留
公
，
永
可
爲
寺
領
之
由
被
宜
下
了
、
働
守

官
省
譲
状
可
致
寺
家
勤
細
細
所
仰
耳
蝉
，
住
入
等
宜
承
知
，
．
不

可
蓮
失
、
故
下
。

　
・
永
久
一
二
布
†
山
ハ
四
月
佳
九
日
　
　
　
　
　
　
　
（
署
名
略
之
）



　
大
山
荘
は
不
輪
の
荘
で
あ
る
Q
荘
民
は
荘
内
の
田
畠
を

耕
作
し
な
が
ら
、
風
霜
の
硬
膏
を
機
こ
し
て
、
私
領
ご
幽

し
本
寺
の
所
役
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
朝
廷
は
寺
家
の

訴
に
よ
っ
て
私
領
を
停
止
し
、
次
い
で
國
司
の
牧
公
を
停

止
し
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
不
輸
の
地
で
あ
る
ご
無
い
ε
は

領
主
悪
計
の
本
所
に
激
す
る
負
罐
に
大
な
る
關
係
を
生
じ

て
み
た
の
で
あ
る
。

　
三
富
朝
の
中
期
、
朝
廷
は
荘
園
に
不
鍮
租
の
特
典
を
與

ふ
る
ε
共
に
、
荘
司
荘
民
の
臨
時
雑
役
を
免
す
る
こ
ε
が

あ
っ
た
。
院
政
時
代
に
な
っ
て
は
、
軍
に
臨
時
雑
役
こ
い

は
す
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
暴
げ
て
、
伊
勢
役
夫
工
、
大

嘗
會
造
内
裏
等
職
事
院
事
大
小
國
役
，
宇
佐
勅
使
、
乳
牛

以
下
の
課
役
を
免
除
す
る
ご
い
ふ
や
う
に
な
っ
た
。
か
く

の
如
く
荘
司
細
民
に
臨
時
雑
役
を
免
す
る
の
は
、
國
家
の

課
役
に
賊
す
る
逸
興
を
減
免
し
て
、
そ
の
本
所
た
る
院

宮
諸
家
乃
至
寺
院
の
爲
に
雑
役
を
勤
め
し
む
る
爲
め
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
荘
司
蛮
民
の
本
所
に
欝
す
る
負

　
　
　
第
十
一
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ろ
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（
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携
は
多
く
な
る
も
の
ご
思
は
ね
ば
な
ち
鎗
。
東
大
寺
領
伊

賀
國
黒
田
荘
は
名
張
川
を
境
ご
し
て
、
そ
の
西
は
本
免
の

地
で
あ
る
が
、
束
は
國
領
で
、
不
輸
の
特
典
の
な
い
麩
．
で

あ
っ
だ
。
然
る
に
黒
田
の
荘
民
は
名
張
川
を
東
に
越
え
て

登
寒
し
、
こ
れ
を
出
作
ご
透
し
、
そ
の
勢
ひ
癒
保
二
年
の

博
識
冒
に
は
、
「
河
以
東
造
作
数
百
官
公
田
號
出
作
、
掠
領

数
百
家
公
民
聡
作
入
」
と
い
ふ
程
に
な
っ
た
。
こ
れ
等
の

荘
民
の
租
税
雑
役
に
つ
い
て
は
、
荘
民
ε
國
衙
こ
の
間
に

悪
運
孚
を
醸
し
だ
が
、
天
養
元
年
の
鳥
朋
院
臆
下
文
は
、

「
庄
内
百
姓
等
於
耕
作
公
田
遅
出
作
者
、
A
ド
辮
潜
段
別
三
斗

官
物
於
國
庫
、
命
勤
仕
雑
役
於
庄
家
、
居
住
公
領
而
於
倉

耕
作
公
田
之
輩
者
、
倉
辮
濟
段
別
三
斗
官
物
於
官
庫
、
可

命
勤
仕
國
役
」
ε
い
ひ
、
黒
田
の
難
民
は
本
丁
外
の
公
田

を
耕
作
し
て
段
別
三
斗
の
官
物
を
國
庫
に
納
む
る
も
、
雑

役
は
東
大
寺
の
た
め
に
燐
む
る
制
度
で
あ
て
た
（
東
大
寺

文
書
）
。

　
而
か
も
東
大
寺
は
寺
領
内
に
住
め
る
興
編
寺
の
木
守
に

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
九
　
（
五
四
三
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
劣
　
　
単
姿
朝
噂
代
に
於
け
ろ
姦
醐
の
組
織
（
下
）

謝
し
て
は
、
寺
領
の
愚
民
ご
同
じ
く
、
東
大
寺
の
雑
役
を

勤
む
べ
き
こ
ε
を
主
張
し
、
そ
の
命
に
服
せ
ざ
る
や
、
大

治
元
年
十
一
月
、
東
大
寺
は
「
於
不
背
本
家
者
、
罫
書
妨

傳
領
、
白
干
除
号
之
時
弊
由
更
不
用
相
承
、
是
三
蔵
佛
寺

黒
門
勢
家
庄
園
田
地
之
常
事
也
」
ご
い
ひ
、
或
は
ま
た
「
鑑

査
門
之
瀞
入
召
次
等
居
住
貴
賎
之
領
地
、
皆
錐
随
領
主
之

所
堪
、
更
生
失
本
所
之
樺
勢
．
是
則
道
理
之
所
至
故
也
、

縦
錐
山
階
寺
木
守
、
若
生
東
大
寺
領
地
者
、
勤
其
所
役
亡

彼
威
勢
哉
」
ご
い
ひ
、
興
瀟
寺
の
寺
領
の
も
の
で
も
、
東

大
寺
の
領
地
に
入
ら
ば
、
束
大
寺
の
雑
役
を
勤
め
し
め
む

こ
ε
を
朝
廷
に
訴
へ
た
。
朝
廷
が
東
大
寺
の
主
張
を
認
め

ら
れ
た
か
ざ
う
か
、
東
大
寺
文
書
の
上
に
て
は
こ
れ
を
審

に
す
る
こ
ざ
が
出
來
な
い
が
、
本
班
た
る
東
大
寺
が
難
題

居
住
の
入
民
を
駈
っ
て
雑
役
に
服
せ
し
め
む
ビ
す
る
勢
は

明
ら
か
で
あ
る
Q
た
と
ひ
私
領
の
細
民
こ
い
へ
こ
も
、
そ

の
勤
を
与
る
、
こ
ご
の
鵠
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
・
如
く
、
本
所
は
寄
…
進
契
約
に
よ
っ
て
、
寄
…
進
者

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
〇
（
五
四
四
）

の
黒
む
る
年
貢
を
得
る
の
み
な
ら
す
、
そ
の
土
地
に
饗
し

て
不
楡
の
勅
免
を
受
ζ
る
を
得
ば
、
そ
の
從
來
國
衙
に
納

め
て
居
っ
た
租
税
官
物
を
本
所
の
中
入
ご
難
し
、
或
は
當

初
契
約
の
年
貢
を
改
定
す
る
を
得
、
註
脚
に
翼
し
て
は
遍

く
雑
役
を
課
す
る
こ
ご
が
出
架
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
本

所
の
土
地
寄
進
に
よ
っ
て
善
く
べ
き
経
屋
上
の
利
盆
は
、

必
ず
し
も
契
約
書
の
年
貢
に
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
本
所
の
領
主
、
荘
吏
、
愚
民
に
黙
す
る
勢
力
に
つ

い
て
考
ふ
る
に
、
本
所
は
一
荘
の
治
安
を
維
持
し
、
秩
序

を
定
む
る
撃
力
を
持
っ
て
る
る
。
前
記
大
治
元
年
の
文
書

に
於
て
、
束
大
寺
は
興
宮
寺
の
木
理
が
東
大
寺
の
雑
役
を

勤
め
な
け
れ
ば
こ
れ
を
荘
外
に
追
放
し
よ
う
こ
い
ふ
こ
ご

を
述
べ
て
み
る
。
荘
外
追
放
は
本
所
の
荘
民
に
甥
し
て
行

ふ
ε
こ
ろ
の
棚
橋
で
あ
っ
て
、
寺
院
の
荘
園
に
於
て
も
、

ま
た
公
卿
の
薙
園
に
於
て
も
行
は
れ
て
居
っ
た
。

　
東
寺
百
合
文
書
り
之
部
．
長
治
三
年
李
盛
正
解
状
に
は

「
電
畜
御
寺
成
、
慕
他
勢
家
威
猛
、
致
黒
門
田
畠
於
住
入



者
．
永
邉
却
他
所
＝
ビ
あ
る
が
、
高
野
山
に
於
て
は
、
盗

犯
殺
害
人
を
罰
す
る
刑
こ
し
て
こ
れ
を
行
っ
た
。

　
天
治
二
年
七
月
紀
伊
國
官
省
符
荘
住
人
等
解
状
に
、

　
右
回
瞼
案
内
、
當
宜
省
符
之
例
、
若
有
盗
犯
殺
害
之
潅
者
、
以

　
追
却
爲
例
、
敢
不
及
禁
獄
者
也
、
抑
割
去
寛
治
年
中
経
澄
宿
彌

　
依
致
害
寺
家
所
愚
行
賢
、
心
経
澄
所
領
田
畠
八
十
餓
町
、
皆
悉

　
令
至
公
、
被
充
行
要
人
、
子
器
豪
相
器
，
自
判
以
來
准
彼
例
、

　
有
犯
画
譜
躍
所
領
、
塩
船
任
子
櫓
範
勝
、
寺
家
所
司
良
快
豊
新

　
賊
害
、
於
寺
家
政
所
前
嚢
謀
反
之
礎
也
、
愛
良
快
自
有
天
蓮
、

　
錐
蒙
疵
、
緩
存
命
、
師
捕
髭
勝
、
任
寺
家
跡
追
却
畢
、
法
條
所

　
判
，
盗
入
者
同
類
、
入
監
者
父
母
被
行
餐
常
例
也
、
加
之
強
行

　
任
範
勝
第
二
，
依
令
企
致
害
、
已
腿
重
過
、
同
追
却
畢
、
随
所

　
歓
田
畠
皆
所
被
充
行
由
比
民
也
麹
⊃
下
（
又
臥
費
簡
二
重
入
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
官
省
符
荘
に
於
て
は
、
寛
治
以
來
、
盗
犯
殺
害
入
を
追

放
す
る
例
が
行
は
れ
、
長
行
任
は
連
坐
の
刑
に
よ
っ
て
子

血
綿
が
所
司
良
快
を
殺
害
せ
ん
と
し
た
罪
に
坐
し
、
且
つ

範
勝
が
そ
の
と
き
行
任
の
私
宅
か
ら
田
湿
し
た
ご
い
ふ
理

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
尋
安
朝
臨
代
に
於
け
ろ
寮
園
の
紅
織
（
下
）

由
に
依
り
、
高
野
山
は
そ
の
所
領
田
畠
を
没
寒
し
て
荘
民

に
付
し
た
ε
い
ふ
の
で
あ
る
、
か
く
め
如
き
刑
罰
は
、
「

蕪
の
治
安
に
齢
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
，
寄
進
地
の
蕉
領

主
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
く
制
裁
を
加
へ
ら
る
、
筈
で
あ
る

同
高
野
山
領
紀
伊
國
荒
川
荘
に
於
て
、
前
公
文
盛
景
が
槍

注
脚
重
家
を
殺
害
し
た
る
爲
め
に
、
建
久
四
年
そ
の
田
畠

二
十
町
許
を
没
平
し
て
諸
衆
に
支
配
し
た
が
、
こ
れ
等
の

田
畠
は
盛
景
の
先
観
相
傳
の
名
田
畠
で
あ
る
と
い
ふ
こ
こ

だ
か
ら
、
題
意
の
先
秘
に
よ
っ
て
高
野
山
に
寄
進
さ
れ
、

盛
景
は
先
週
以
來
蝋
画
ご
し
て
こ
れ
を
領
し
て
居
っ
た
も

の
で
あ
ら
う
（
績
寳
選
集
六
九
）
。

　
寄
進
當
初
の
契
約
に
よ
っ
て
本
所
領
家
は
内
外
に
樹
し

領
主
の
利
猛
を
保
護
せ
ね
ば
な
ら
滋
の
で
あ
る
が
、
そ
の

た
め
に
ま
た
本
所
の
勢
力
は
寄
…
選
の
領
主
を
通
じ
て
荘
民

の
問
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
東
大
寺
傾
黒
田
荘
に
於
て

荘
民
は
領
主
に
段
別
一
斗
の
湘
地
子
を
納
む
る
こ
ご
に
な

っ
て
み
た
が
、
荘
民
は
こ
れ
を
遁
避
け
よ
う
ご
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
四
一
（
五
四
五
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
亭
安
覇
時
代
に
於
け
ろ
蕪
田
の
離
織
（
下
）

領
圭
か
ら
こ
れ
を
東
大
寺
政
所
に
訴
へ
て
そ
の
納
付
を
促

す
や
う
に
し
た
。
東
大
寺
政
所
か
ら
同
荘
矢
川
中
村
の
住

人
に
記
し
、
領
主
の
所
堪
に
從
っ
て
加
地
子
を
納
め
、
先

例
を
遜
守
し
て
そ
の
義
務
を
怠
ら
ざ
る
や
う
に
令
し
た
、

承
暦
四
年
三
月
、
同
十
二
月
、
天
仁
元
年
三
月
、
元
承
二

年
八
月
、
寛
治
元
年
十
二
月
、
同
四
年
十
一
月
等
の
下
交

は
、
い
つ
れ
も
同
じ
趣
意
か
ら
一
元
も
の
で
あ
る
◎
そ
の

一
例
を
畢
ぐ
れ
ば
、

　
政
所
下
　
黒
田
庄
出
作
笑
川
中
村
作
人
等

　
　
可
早
随
領
王
賓
審
法
師
所
三
三
濟
加
地
子
勤
仕
例
役
等
事

　
右
件
所
三
三
先
蔵
相
旧
領
三
三
然
也
、
而
依
御
寺
徒
古
出
作
田

　
・
作
人
等
募
寺
威
、
不
叶
領
主
所
勘
之
由
有
徳
訴
，
事
若
竃
将
、

　
　
早
停
止
無
道
所
澁
、
於
擁
地
子
任
先
例
令
赫
濟
領
主
、
致
臨
時

　
　
難
役
者
、
任
往
古
家
領
令
勤
課
役
之
駄
潮
面
如
件
。

　
　
　
天
仁
元
年
三
月
　
臼
　
　
　
　
　
　
礎
維
那
法
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
連
署
略
す
）

　
郎
ち
領
主
は
そ
の
カ
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
を
耕
作
す

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
鴻
國
二
　
　
（
M
血
四
山
ハ
）

る
蕪
民
の
横
暴
を
制
す
る
こ
ε
の
串
來
な
い
ε
き
に
は
、

本
所
の
勢
力
を
籍
っ
て
こ
れ
を
抑
へ
る
方
法
を
採
っ
た
の

で
あ
る
○
こ
れ
に
よ
っ
て
本
所
の
勢
力
は
．
領
主
を
遁
じ
て

荘
民
の
間
に
行
は
れ
た
も
の
芝
見
ら
る
、
。
併
し
な
が
ら

領
主
の
申
に
は
、
本
所
の
威
力
を
籍
っ
て
、
無
法
の
慶
追

を
荘
民
に
加
へ
む
定
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
癒
保
二
年
五

月
の
官
宣
旨
に
糠
れ
ば
、
同
荘
湯
船
玉
瀧
爾
村
の
頒
主
は

段
別
一
斗
の
加
地
子
の
外
に
、
地
子
ε
湿
し
て
段
別
六
斗

の
見
米
を
徴
牧
し
、
國
衙
の
禁
止
す
る
ご
こ
ろ
こ
な
っ
た
。

領
主
が
か
く
の
如
き
非
法
を
行
ふ
こ
ε
の
出
來
π
の
も
、

後
に
東
大
寺
ε
い
ふ
大
勢
力
を
負
う
て
み
た
か
ら
で
あ
ら

う
。　

右
矢
川
中
村
の
地
は
、
も
ご
當
麻
三
子
な
る
も
の
、
先

隣
相
傳
の
所
領
で
あ
っ
た
が
、
藥
師
寺
別
當
隆
経
が
こ
れ

を
三
子
の
手
か
ら
買
取
り
、
同
母
弟
藤
原
保
房
に
護
り
輿

へ
た
。
そ
の
土
地
は
既
に
束
大
寺
に
寄
進
し
、
東
大
寺
領

ビ
な
っ
て
み
た
が
、
三
子
の
所
縁
の
大
中
運
宣
綱
こ
れ
を



保
房
か
ら
蘇
ひ
取
ら
む
ご
し
て
、
其
書
類
を
傭
造
し
て
金

葉
山
に
寄
進
し
、
寛
治
五
年
十
月
、
金
言
山
の
住
侶
を
し

て
矢
河
中
村
の
住
人
に
牒
逡
し
て
、
所
當
加
地
子
を
保
房

に
納
む
る
の
を
差
押
へ
た
。
保
房
は
こ
れ
を
朝
廷
に
訴
へ

だ
が
、
そ
の
懸
歌
の
薫
り
に
於
て
、
「
就
中
當
庄
爲
東
大
寺

名
田
年
序
多
積
、
彼
寺
且
言
上
子
細
、
望
請
天
裁
点
播
停

止
金
峯
山
住
侶
妨
、
如
元
命
領
掌
件
庄
」
こ
い
ひ
、
金
平

山
の
勢
力
を
籍
ら
む
ご
す
・
る
宣
綱
に
寵
し
，
保
房
は
東
大

寺
の
勢
力
を
籍
り
て
鋼
抗
せ
む
ご
し
た
。
朝
廷
で
は
審
議

の
結
果
、
保
房
の
領
掌
を
認
め
、
寛
治
六
年
二
月
、
宣
綱

の
妨
を
停
止
し
、
保
房
を
し
て
矢
河
中
村
の
所
領
を
領
掌

せ
し
む
べ
き
旨
の
官
宣
旨
を
伊
賀
國
に
下
し
、
使
部
藤
井

光
季
を
同
地
に
差
遣
し
た
が
、
金
峯
山
の
先
達
法
師
等
多

く
の
士
卒
を
引
卒
し
て
同
地
に
向
ひ
、
宣
旨
に
從
ふ
こ
ご

を
拒
み
、
や
が
て
光
季
の
身
に
も
害
を
加
へ
む
ご
す
る
に

至
り
、
宣
綱
か
ら
撤
退
の
命
倉
が
あ
れ
ば
中
止
す
る
が
、

さ
も
な
け
れ
ば
決
し
て
撤
退
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
を
放
言

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
亭
妥
朝
暗
代
に
於
け
る
荘
園
の
組
維
（
下
）

し
た
。
そ
れ
で
翌
七
年
十
月
、
朝
廷
は
改
め
て
、
度
々
の

宣
旨
並
に
相
承
の
理
に
任
せ
、
金
峯
山
寺
の
妨
を
停
止
し

藤
原
保
房
を
し
て
矢
河
中
村
を
領
掌
せ
し
む
べ
き
官
宣
旨

を
下
さ
れ
た
（
東
大
寺
文
書
楽
団
）
こ
れ
等
の
孚
議
の
獲

生
す
る
度
毎
に
本
所
の
威
力
は
盆
々
登
記
せ
ら
れ
、
お
の

つ
か
ら
荘
民
一
般
の
上
に
そ
の
威
倉
の
及
ぶ
や
う
に
な
る

こ
ご
は
、
本
所
の
荘
園
内
に
於
け
る
勢
力
を
考
ふ
る
に
は

看
過
す
る
を
許
さ
澱
事
柄
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
、
田
堵
、
馬
入

　
荘
園
の
中
に
在
っ
て
田
畠
を
耕
作
す
る
も
の
を
寄
人
、

田
堵
、
作
人
、
佳
人
な
ざ
、
欝
し
た
が
、
こ
れ
等
の
繕
呼

は
互
に
通
じ
用
み
て
、
そ
の
間
に
明
ら
か
な
匿
別
は
な
か

っ
た
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
前
記
癒
徳
三
年
の
丈
書
に

於
て
、
東
大
寺
政
所
は
黒
田
荘
の
下
司
並
に
住
人
等
に
下

す
ご
い
ひ
な
が
ら
、
そ
の
本
篇
に
は
「
作
人
等
何
致
遁
避

乎
」
ご
あ
り
、
作
入
は
ま
た
濫
仕
入
ビ
い
っ
た
こ
ご
を
日
コ
心
は

し
め
、
寛
治
四
年
十
一
月
東
大
寺
政
所
下
文
は
、
黒
贋
杣

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
三
　
（
五
四
七
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
早
愛
朝
噂
代
に
於
け
ろ
荘
園
の
組
織
（
下
）

司
並
に
住
人
等
に
下
す
ご
い
ひ
な
が
ら
、
「
件
田
堵
等
」
云

々
ξ
い
ひ
、
住
人
ば
田
堵
に
も
逼
じ
質
せ
ら
れ
た
こ
ご
を

知
る
。
騒
擾
朝
の
初
め
ま
で
百
姓
ε
い
っ
た
も
の
は
國
家

の
公
民
で
あ
っ
た
が
、
李
安
朝
の
末
期
院
政
時
代
に
な
っ
て

は
こ
れ
を
荘
民
に
も
通
じ
用
ひ
、
治
暦
三
年
の
曼
茶
羅
寺

僧
善
芳
解
歌
（
束
書
合
文
羅
之
）
に
は
特
に
「
公
民
之
百

姓
」
ご
い
ひ
皇
民
の
百
姓
ご
庭
些
し
た
。
久
安
六
年
九
月

東
寺
領
俳
豫
國
弓
削
荘
の
荘
民
が
國
司
の
纒
政
を
本
所
に

訴
へ
た
文
書
に
は
、
「
弓
削
御
庄
百
姓
義
解
…
巾
義
剛
國
裁
事
」

こ
い
ひ
、
同
年
十
一
月
眼
識
の
た
め
に
横
領
せ
ら
れ
た
璽

を
取
戻
さ
む
ご
し
た
文
書
に
は
、
「
弓
削
御
庄
住
人
等
塗
進

串
丈
事
」
こ
い
ひ
、
百
姓
ε
住
人
ご
、
言
葉
は
違
ふ
が
、
共

に
同
一
の
人
々
で
あ
っ
た
こ
ご
は
連
署
の
人
名
に
よ
っ
て

知
る
こ
ご
が
出
摩
る
。
（
東
寺
百
合
交
書
阯
茎
。
寄
人
こ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ロ

ふ
辮
…
呼
は
、
卒
安
朝
中
期
に
專
ら
行
は
れ
た
も
の
で
、
荘

園
の
不
楡
租
ご
共
に
そ
の
墨
筆
雑
役
を
免
せ
ら
れ
て
居
っ

た
。
今
そ
の
名
義
を
考
ふ
る
に
、
そ
の
頃
の
文
書
に
寄
作

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
四
　
（
五
四
入
）

こ
い
ふ
蕾
見
場
が
厩
悟
見
・
κ
、
戸
口
田
文
荘
園
寛
〔
難
山
ハ
L
牛
十
月
市
小
寺

牒
状
に
は
、
「
年
來
人
民
多
白
、
巳
野
砲
寄
作
、
因
之
久
以

荒
々
」
ぜ
い
ひ
、
石
清
水
壁
書
承
暦
二
年
十
二
月
太
宰
大

武
軽
罰
に
は
、
「
近
代
爲
荒
壌
地
、
無
量
寄
作
」
ご
い
ひ
、

東
大
寺
交
書
縣
誰
圓
永
承
三
年
無
風
月
下
賀
國
符
に
は
、

「
件
移
転
爲
荒
野
年
爾
、
筆
入
寄
作
」
ご
あ
る
、
寄
人
は
翻

ち
こ
の
製
作
の
た
め
に
招
集
せ
ら
れ
て
開
墾
に
輿
か
つ
た

人
艮
を
隣
し
た
の
が
初
め
で
、
後
に
は
一
般
に
荘
の
住
入

を
い
ふ
こ
ご
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
荘
園
に
於
て
、
田
堵
作
入
に
そ
の
田
畠
を
耕
作
せ
し
む

る
こ
ご
を
宛
行
ま
た
は
優
作
ご
い
ひ
、
交
書
を
以
て
こ
れ

を
許
す
も
の
を
交
交
ご
い
つ
淀
。
田
堵
作
入
の
こ
れ
を
耕

作
す
る
こ
ε
を
請
作
こ
い
ひ
、
講
即
す
る
に
は
、
豫
め
講

丈
を
本
所
領
家
或
は
領
主
に
撮
す
を
要
し
た
。
そ
の
土
地

が
領
圭
の
寄
…
進
地
で
あ
れ
ば
、
領
生
の
充
交
に
よ
っ
て
こ

れ
を
行
ひ
、
本
厨
里
家
の
直
領
で
あ
れ
ば
，
本
所
領
家
の

充
交
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
っ
た
。
一
榮
山
寺
文
幽
嗣
永
保
三
年



曙

十
一
月
興
旛
寺
政
所
下
文
に
、
「
至
干
四
廓
内
阻
畠
者
、
敢

無
辮
私
領
曲
輩
、
偏
…
以
寺
家
雷
文
所
耕
作
來
爾
」
と
い
ふ
も

の
、
帥
ち
こ
れ
で
あ
る
。
荘
民
を
し
て
田
畑
を
請
作
せ
し

む
る
に
、
本
所
の
翠
嵐
よ
り
講
料
を
徴
面
し
た
こ
ご
は
、

天
治
二
年
七
月
官
省
符
荘
住
入
漁
歌
戸
叉
績
寳
簡
集
八
入
）

に
見
え
、
殺
害
に
連
坐
し
て
本
所
に
提
議
せ
ら
れ
た
長
行

任
の
田
畠
を
講
謝
し
て
居
っ
た
遺
民
が
、
後
、
本
所
か
ら

「
請
地
返
」
を
命
じ
、
そ
の
田
畠
を
零
点
に
返
却
せ
し
め
む

ε
す
る
意
向
あ
る
を
聞
き
、
愚
民
か
ら
こ
れ
を
本
駈
に
訴

へ
て
、
「
是
各
随
分
盤
資
財
、
爲
永
代
所
請
巾
田
畠
、
無
謀

被
返
取
、
愁
中
型
也
」
ご
い
ふ
の
は
一
專
ら
請
料
に
つ
い

て
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。

　
田
堵
墨
入
は
本
所
領
家
に
謝
す
る
年
貢
（
官
物
）
難
役
を

負
澹
せ
ね
ば
な
ら
訟
が
、
別
に
領
主
の
あ
る
寄
進
地
に
於

て
は
、
領
主
に
解
し
て
加
地
子
を
納
め
雑
役
を
動
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

東
大
婁
書
樂
圓
に

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
弔
妥
朝
畦
代
に
於
け
ろ
難
醗
の
組
織
（
下
）

　
政
所
下
　
黒
田
庄
繊
作
田
堵
等

　
　
可
早
勤
仕
中
村
矢
川
田
嵐
所
當
一
役
等
事

　
右
館
解
芸
者
、
乍
講
作
件
所
思
臨
、
募
御
寺
之
威
、
不
役
仕
所

　
　
（
役
力
）

　
俗
例
□
者
、
若
實
者
甚
以
左
道
也
、
早
牛
公
憤
之
裁
可
致
加
地

　
子
並
雑
役
之
勤
款
、
所
仰
如
件
不
可
淫
夫
、
管
下
。

　
　
承
暦
四
年
三
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
（
薯
名
略
す
）

　
こ
れ
黒
田
荘
本
貫
の
町
民
が
公
領
矢
川
中
村
の
地
を
講

作
し
な
が
ら
、
東
大
寺
の
威
を
籍
り
て
所
常
例
役
を
勤
め

ざ
る
を
戒
め
た
文
書
で
、
こ
の
こ
き
矢
川
中
村
の
領
主
は

既
に
そ
の
土
地
を
東
大
寺
に
寄
進
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る

而
し
て
本
免
の
里
民
は
前
述
の
如
く
、
諸
司
の
薙
役
を
免

除
さ
れ
て
居
つ
旋
が
た
め
に
領
主
に
醤
す
る
雑
役
は
峡
く

こ
ご
の
出
　
來
な
い
こ
ご
、
こ
の
文
書
の
讃
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
黒
田
荘
の
例
に
於
て
は
、
領
主
に
納
む
る
加
地
子

は
段
別
一
斗
ε
定
ま
り
．
そ
の
雑
役
は
如
何
な
る
種
類
の

も
の
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
寛
治
元
年
十
二
月
、

東
大
寺
政
所
が
黒
田
荘
の
塩
入
に
謝
し
、
送
主
の
所
晦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
五
　
（
五
四
九
）

礁



撃

第
十
・
｝
巻
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
挙
安
伽
覇
時
代
に
、
於
け
・
る
凶
事
の
麺
磁
戦
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
四
山
ハ
　
（
五
五
〇
）

随
ひ
、
出
作
田
畠
二
町
毎
に
野
馬
一
疋
を
京
上
せ
し
む
べ

き
こ
ご
を
促
し
た
交
書
が
あ
る
、
こ
れ
或
は
領
主
に
調
す

る
雑
役
の
｝
で
あ
ら
う
。

　
田
堵
菊
瓦
が
本
所
領
家
或
は
領
主
に
厚
し
、
年
貢
地
子

を
納
め
、
雑
役
を
動
め
て
居
れ
ば
、
耕
作
樺
…
を
奪
は
る
、

こ
ご
は
な
か
ら
う
が
、
こ
れ
を
怠
れ
ば
、
本
所
領
家
は
そ

の
土
地
を
他
入
に
充
行
ふ
こ
ご
に
し
だ
。
永
保
二
年
正
月

東
寺
政
所
下
文
（
東
寺
百
合
文
書
撫
之
）
に
は
、
「
不
辮
去
年

地
子
合
三
顧
、
一
段
一
歩
庄
田
不
可
充
行
」
ε
い
ふ
こ
ご

を
云
っ
て
み
る
が
、
治
暦
五
年
四
月
讃
岐
國
留
守
所
下
交

（
東
寺
百
合
文
書
発
）
は
、
曼
茶
羅
寺
の
寺
頷
を
耕
作
す
る

　
　
　
　
　
　
“
’
ロ

作
人
が
年
々
の
地
利
を
弊
納
せ
ざ
る
爲
め
、
こ
れ
を
他
入

に
充
作
ら
し
め
ん
こ
し
た
こ
こ
ろ
、
も
こ
の
作
人
等
が
こ

れ
を
妨
げ
π
の
で
、
曼
茶
羅
寺
は
郡
司
、
留
守
所
の
裁
決

を
求
め
て
充
行
う
た
が
、
彼
等
は
な
ほ
そ
の
妨
害
を
績
け

た
こ
ご
を
載
せ
、
耕
作
擢
の
取
得
擁
護
に
つ
い
て
は
激
烈

な
る
紛
孚
の
あ
っ
た
こ
ご
を
想
像
せ
し
む
る
。
田
堵
作
人

の
耕
作
権
は
こ
れ
を
軽
四
「
作
手
」
ご
い
っ
た
Q
田
堵
作
入

が
領
主
に
醤
す
る
所
當
を
怠
納
し
、
或
は
そ
の
他
特
殊
の

事
爵
の
生
ぜ
ざ
る
限
り
、
そ
の
耕
作
樫
は
綴
博
し
て
居
っ

た
か
ら
、
こ
れ
を
ま
た
「
永
年
作
手
」
こ
も
い
っ
た
ゆ

　
碑
堵
作
人
は
初
め
領
家
の
招
集
に
癒
じ
、
或
は
領
主
に

懇
願
し
て
耕
作
に
從
ひ
、
そ
の
．
結
果
ご
し
て
こ
れ
を
取
得

す
る
こ
ビ
が
最
も
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
或
は
開
墾
の

一
條
件
こ
し
て
そ
の
耕
作
擢
を
子
孫
に
傳
ふ
ぢ
も
の
が
あ

っ
た
○
そ
の
例
は
、
治
暦
二
年
三
月
、
丈
部
爲
延
な
る
も

の
が
伊
賀
國
巣
瀬
郷
の
荒
野
を
開
墾
せ
ん
こ
し
た
こ
き
に

爲
延
は
二
）
開
登
三
ヶ
年
聞
地
利
免
除
、
其
後
者
於
官
物

者
三
面
濟
國
庫
、
（
二
）
於
壷
段
別
｝
幽
艶
螂
地
子
者
可
弊

進
領
家
者
也
ご
い
ふ
こ
ご
、
、
（
三
）
於
作
手
者
可
爲
延
之

子
孫
相
傳
、
》
領
知
也
こ
い
ふ
こ
ご
を
條
件
こ
し
て
朋
墾
に

無
手
し
、
子
孫
を
し
て
永
久
に
そ
の
作
手
た
ら
し
め
よ
う

乞
た
こ
ご
が
あ
る
（
東
大
寺
文
書
麟
㌔
）
。
ま
た
或
土
地

の
所
有
者
が
そ
の
土
地
を
励
寺
に
寄
進
し
て
、
耕
作
樺
を

O

鄭

∴
寧



子
孫
に
保
留
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
例
へ
ば
、
田
原
御
栗

栖
住
入
山
背
友
光
が
先
　
麗
相
傳
の
所
領
四
段
百
八
十
歩
を

御
栗
栖
明
紳
の
祭
料
田
に
寄
進
し
、
友
光
及
び
子
友
武
相

次
い
で
そ
の
土
地
を
耕
作
し
て
居
っ
た
が
、
紀
貞
次
が
父

貞
則
の
「
作
手
」
ご
聡
し
て
こ
れ
を
妨
げ
む
ビ
し
た
の
で
、

天
永
四
年
閏
三
月
、
友
武
が
貞
次
の
「
押
作
」
を
藏
人
所
に

訴
へ
た
交
書
が
朝
野
群
載
に
警
め
ら
れ
て
あ
る
。
こ
、
に

箏
論
と
な
っ
た
の
は
、
友
光
が
寄
進
し
た
土
地
の
耕
作
構

で
あ
る
。
而
し
て
同
書
に
載
す
る
延
久
三
年
十
一
月
藏
入

所
下
文
に
は
、
友
光
の
寄
進
し
た
土
地
を
「
友
光
作
手
畠
」

ε
呼
ん
で
み
る
。
次
に
作
手
椹
は
責
買
護
與
に
供
せ
ら
れ

た
か
齢
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
構
利
を
取
得
す
る
も
の
も

多
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
壷
買
護
與
に
よ
っ
て
新
に
作
手
こ

な
っ
た
も
の
は
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
に
劉
し
、
作
人
と

し
て
所
管
雑
公
事
を
辣
…
進
ず
べ
き
を
誓
ひ
、
若
し
一
事
ε

い
へ
ざ
も
謝
罪
あ
る
ご
き
は
作
手
を
取
上
げ
ら
る
＼
も
異

議
な
き
旨
の
講
書
を
出
し
た
。
そ
の
一
例
は
、
大
日
本
更

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
亭
安
朝
時
代
に
於
け
る
荘
園
の
紐
織
（
下
）

料
丈
治
三
年
雑
載
の
條
に
引
ぐ
遠
江
國
御
為
領
掌
に
つ
い

て
見
る
こ
ご
が
出
罵
る
で
あ
ら
う
。

　
本
所
領
家
の
荘
園
の
牧
入
は
、
そ
の
所
領
の
性
質
に
よ

っ
て
差
異
を
生
せ
ね
ば
な
ら
滋
。
そ
の
墨
入
を
恒
久
的
の

年
貢
ご
、
臨
時
的
の
三
役
ビ
に
遜
別
し
て
、
年
貢
に
つ
い

て
の
み
考
ふ
る
も
、
そ
の
土
地
が
本
所
領
家
の
直
領
で
あ

る
ご
、
領
主
の
寄
…
進
を
受
け
て
一
定
の
年
貢
を
領
主
か
ら

徴
堕
す
る
ご
は
異
り
、
不
喩
の
勅
免
を
受
け
る
ビ
受
け
ざ

る
ご
に
よ
っ
て
、
租
税
官
物
が
本
所
領
家
の
牧
入
ご
も
な

れ
ば
、
こ
れ
を
敏
く
こ
ε
、
も
な
る
。
加
之
、
年
貢
8
し

て
納
む
る
物
品
も
荘
園
に
よ
っ
て
異
る
、
勿
論
米
を
年
貢

ビ
す
る
こ
ご
が
通
例
で
あ
ら
う
け
れ
ざ
も
．
東
寺
領
伊
豫

國
弓
割
島
荘
の
如
く
、
盤
を
以
て
年
貢
こ
す
る
こ
こ
ろ
も

あ
り
、
藤
原
頼
長
の
奥
州
の
荘
園
、
邸
ち
高
鞍
、
大
曾
禰

本
曇
、
屋
代
、
遊
佐
の
五
ケ
荘
に
於
て
は
、
金
、
布
、
馬
、

漆
、
鷲
朋
、
水
豹
皮
等
の
一
定
数
を
年
貢
と
し
て
み
る
（
台

記
）
。
ま
た
李
治
罰
課
試
五
月
書
論
嚴
院
荘
園
注
文
（
凍
寺

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
七
　
（
五
五
一
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
亭
安
遡
時
代
に
於
け
る
荘
闘
の
紐
織
（
下
）

百
合
文
書
蜘
之
）
に
遺
れ
ば
、
近
江
國
三
村
荘
は
米
三
百
石

油
一
石
五
斗
、
席
三
百
枚
、
同
香
御
園
は
香
金
石
、
同
速

水
荘
は
餅
三
百
入
十
枚
、
丹
波
國
葛
野
牧
は
米
百
石
、
油

】
石
一
斗
、
同
奄
我
荘
は
雑
器
、
丹
後
國
息
抜
荘
は
米
二

百
五
十
石
、
入
丈
絹
五
十
疋
、
備
後
國
津
口
荘
は
米
三
百

石
、
熟
油
四
石
盤
斗
、
阿
波
國
大
野
荘
は
米
二
百
五
十
六
石

四
斗
三
升
．
油
四
贋
二
級
四
升
九
合
、
遠
江
國
初
倉
蕪
は

↓聖

謐
ﾗ
布
車
↓
二
段
二
丈
、
　
四
丈
白
布
　
ご
百
段
、
焼
筑
後
三
一
ご

瀦
荘
は
米
六
百
石
、
綿
四
百
十
「
爾
、
串
斐
國
昔
利
賀
は

四
丈
白
布
五
十
段
を
年
貢
ご
し
て
二
っ
て
る
る
。

　
雑
役
、
雑
公
事
も
年
貢
ご
同
じ
く
田
地
を
標
準
ご
し
て

課
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
建
久
元
年
の
鍵
阿
澄
文
に
盤
れ
ば

備
後
國
太
田
荘
に
於
て
、
預
所
下
向
聞
雑
事
ε
し
て
、
預

所
下
向
の
度
毎
に
段
車
白
米
一
升
五
合
、
期
米
五
合
を
課

せ
ら
れ
、
或
は
傳
馬
は
田
島
町
別
一
疋
、
順
夫
は
田
一
町

別
一
人
、
脚
力
は
田
二
十
魚
燈
一
入
を
出
す
こ
ご
に
な
っ

て
居
っ
た
。
併
し
な
が
ら
、
薙
役
も
種
々
雑
多
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
八
　
（
五
五
二
）

藤
原
頼
長
は
久
安
四
年
入
月
そ
め
軽
羅
の
ニ
ナ
四
荘
に
課

し
、
毎
月
二
度
二
荘
づ
、
交
代
に
、
魚
菜
合
十
合
、
果
十

合
を
宇
治
に
居
る
ε
こ
ろ
の
父
皇
室
へ
撫
ぜ
し
め
た
こ
ε

が
台
閣
に
見
え
、
藤
原
滋
長
の
法
成
寺
は
、
そ
の
子
頼
通

が
藤
原
氏
一
族
及
び
諸
宮
の
澁
園
か
ら
嚇
日
に
五
六
百
人

乃
至
寒
入
の
入
夫
を
徴
嚢
し
て
檬
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
源

氏
物
語
に
は
、
源
氏
が
須
磨
に
流
さ
れ
ず
、
か
ら
、
家
司
良

溝
に
命
じ
、
「
近
き
こ
こ
ろ
《
＼
の
御
庄
の
司
め
し
て
」
、
そ

の
住
居
を
造
ら
し
め
、
ま
た
森
爾
に
寒
土
が
壊
れ
だ
か
ら

ご
い
っ
て
、
京
都
の
家
司
に
告
げ
、
「
近
き
國
々
の
御
庄
の

も
の
な
ざ
も
よ
ほ
さ
せ
て
、
仕
う
奉
る
べ
き
よ
し
」
を
命

せ
し
め
た
こ
ご
が
見
え
る
Q
い
つ
れ
も
荘
民
の
難
役
と
し

て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
Q

　
か
く
の
如
き
本
所
の
土
木
工
事
が
面
癖
の
幅
下
ε
な
っ

て
み
た
の
で
あ
る
か
ら
、
荘
民
が
そ
の
荘
園
の
堤
防
溝
堰

の
修
理
維
持
に
細
る
こ
ご
は
頃
す
ま
で
も
な
い
。
保
安
三

年
正
月
伊
勢
國
大
國
荘
田
堵
等
解
歌
（
東
寺
百
合
文
書
飾
之



　
は
、
「
當
御
庄
本
堅
田
藪
狡
聖
業
上
、
散
在
大
河
之
左
右
、

　
略
○
中
然
響
動
錐
遇
水
損
、
於
黙
祷
撃
破
之
著
者
、
乍
歎
不

　
言
上
本
家
、
田
堵
致
修
固
之
勤
」
ご
述
べ
て
み
る
。
併
し

　
な
が
ら
、
破
損
の
程
度
大
に
し
て
贋
堵
等
の
資
力
に
堪
へ

　
ざ
れ
ば
、
本
所
の
助
力
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
文
書
は

　
去
年
櫛
田
河
の
汎
濫
し
て
附
近
諸
蕪
園
の
溝
堰
を
破
修
し

　
そ
の
復
奮
工
事
の
困
難
な
る
こ
と
を
述
べ
、
他
の
荘
園
の

．

　
例
を
墓
げ
、

　
　
凡
非
當
御
庄
、
已
傍
庄
園
並
紳
領
田
地
群
籍
羅
馬
同
韻
間
、
領

　
　
主
等
量
充
給
入
夫
食
物
、
各
田
堵
相
共
令
勤
彼
堰
溝
之
役
、
或

　
　
発
芸
所
當
之
年
貢
，
令
募
彼
些
細
料
者
也
。

　
こ
い
ひ
、
濁
り
大
國
荘
の
本
所
の
こ
れ
を
顧
み
ざ
る
三
軍

　
を
訴
へ
．
便
宜
の
威
麗
を
執
っ
て
工
事
を
助
け
む
こ
ご
を

　
請
う
て
み
る
。

　
ま
た
難
民
か
ら
兵
士
を
出
し
て
本
所
の
警
衛
に
充
て
る

こ
ご
も
あ
っ
た
Q
前
記
李
治
元
年
閏
五
月
蜜
荘
巌
院
荘
園

注
文
に
、
備
中
國
多
気
保
よ
り
月
別
二
入
の
兵
士
を
出
し

て
小
御
堂
を
守
ら
し
む
る
こ
ご
が
見
え
、
醍
醐
寺
の
所
領

で
は
、
荘
家
役
ぜ
し
て
各
荘
園
か
ら
交
代
で
記
名
づ
、
の

兵
士
を
出
し
て
三
寳
院
を
守
護
せ
し
め
、
下
司
が
こ
れ
を

峯
み
て
番
に
就
く
の
で
あ
る
が
、
所
務
の
た
め
に
差
障
が

あ
っ
て
、
そ
の
兄
が
代
っ
て
京
上
し
た
や
う
な
例
も
あ
る

（
醍
醐
寺
雑
事
記
）
。
治
承
四
年
十
二
月
、
李
清
盛
が
源
頼

朝
を
討
つ
陀
め
に
、
上
達
部
受
領
を
し
て
兵
士
を
内
裏
に

献
ぜ
し
め
た
の
も
、
諸
國
荘
園
に
か
く
の
如
き
慣
例
が
行

は
れ
た
因
め
、
こ
れ
を
行
ふ
こ
ビ
に
な
っ
た
の
で
あ
ら

〉
フ
。

覧

第
十
一
斗
　
　
研
　
究
　
　
亭
蛍
覇
時
代
に
於
け
る
鎚
園
の
組
織
（
下
）

第
四
號

四
九
　
（
明
野
二
）


